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262626

市
政
の
円
滑
な
推
進
の
た
め
、地
域
の
皆
さ
ん
と
の
パ
イ
プ

役
と
な
る
市
政
推
進
委
員
及
び
副
市
政
推
進
委
員
を
次
の

方
々
に
委
嘱
し
ま
し
た
。
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問
合
せ
】

　
　
防
災
行
政
課（
本
庁
舎
）

ブ
ロ
ッ
ク
名

yoshikazu-iwata
タイプライターテキスト

yoshikazu-iwata
タイプライターテキスト

yoshikazu-iwata
ノート注釈
yoshikazu-iwata : Accepted

yoshikazu-iwata
ノート注釈
yoshikazu-iwata : None

yoshikazu-iwata
テキストボックス
地

yoshikazu-iwata
ノート注釈
yoshikazu-iwata : Rejected

yoshikazu-iwata
ノート注釈
yoshikazu-iwata : Cancelled

yoshikazu-iwata
ノート注釈
yoshikazu-iwata : None
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（番号のかけ間違いにご注意を）

と　き

ところ

５月１１日（日）
開場　午前9時30分
開演　午前10時
清洲市民センターホール

　平成２４年８月２９日に発表された南海トラフ巨大地震の想定では、マグニチュード９の地震が発生し、清
須市で最大震度６強の揺れが生じるとされています。
　巨大地震が起きた時、どのように行動したらよいのか？清須市で想定される液状化、２次災害に備え、減
災対策について考えましょう。ぜひご参加ください！

講演会 南海トラフ巨大地震と液状化
2次災害に備える

入場無料
申込不要

■問合せ　防災行政課(本庁舎)

講師

名古屋工業大学　都市社会工学科

教授 前田　健一 氏

■問合せ　産業課(本庁舎)

　美濃路に初夏の訪れを告げる「尾張西枇杷島まつり」が開催
されます。
　まつりでは、江戸時代に製作された200年余の歴史を誇る5
輌の山車が美濃路沿いを練り歩き、勇壮な山車の上では、から
くり人形の舞いが披露されます。詳しくは、広報5月号折込み
の「尾張西枇杷島まつりガイド」をご覧ください。

と　き　6月7日(土)・8日(日)
ところ　美濃路沿い
※7日(土)は、リバーランドで花火を打ち上げます。
 〔荒天の場合は８日(日)〕

　西枇杷島まつりの山車を組み立てる空木立(からきだち)を行
います。
　今年は、西六軒町(紅塵車)が数年に一度のみ行う、土台とな
る台車からの組み立て作業を行います。また、まつり前日の夜を彩る宵まつりも開催されます。
と　き　台車組立　5月11日(日)　午前9時から
　　　　棒締め　　6月  5日(木)　午後7時から
　　　　宵まつり　6月  6日(金)　午後7時から
　　　　※宵まつりは、他の一部の町内会でも開催予定。
ところ　西枇杷島町西六軒町公民館(西枇杷島町西六軒90番地)
　　　　※駐車場はありませんので、ご注意ください。

山車伝統行事のご案内

尾張西枇杷島まつり
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H26年度から

市民税の
均等割額

県民税の
均等割額

均等割の
合計額

H25年度まで

現行(年額)

3,000円

1,500円

4,500円

500円

500円

1,000円

増額分(年額)

3,500円

2,000円

5,500円

増額後(年額)

課（
本
庁
舎
）へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　

５
月
26
日（
月
）

申
請
に
必
要
な
も
の

･
平
成
26
年
度
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

･
運
転
免
許
証
の
写
し

･
障
害
者
手
帳
の
写
し

･
自
動
車
検
査
証
の
写
し

･
印
鑑

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書

　

類
が
あ
り
ま
す
。

【
書
類
の
提
出
及
び
問
合
せ
先
】

　

市
税
務
課（
本
庁
舎
）

　
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た

め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係
る

地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
」の

施
行
に
よ
り
、
平
成
26
年
度
か
ら
35
年

度
ま
で
の
10
年
間
、
個
人
市
民
税
の
均

等
割
の
標
準
税
率
に
５
０
０
円
が
加
算
さ

れ
て
３
５
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
増
額
分
は
、
避
難
所
等
の
防
災

拠
点
や
防
災
設
備
整
備
な
ど
の
防
災
・

減
災
事
業
を
実
施
す
る
た
め
の
財
源
に

充
て
ら
れ
ま
す
。（
個
人
県
民
税
に
つ
き

ま
し
て
も
同
様
に
、
５
０
０
円
が
加
算
さ

れ
ま
す
。）

軽
自
動
車
の
納
税
を
お
忘
れ
な
く

※
県
民
税
の
均
等
割「
１
５
０
０
円
」に

　

は
、「
あ
い
ち
森
と
緑
づ
く
り
税
」の
５

　

０
０
円
が
加
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

市
税
務
課（
本
庁
舎
）

　

軽
自
動
車
税（
二
輪
車
、
原
付
等
）は
、

４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
対
し
て
課

税
さ
れ
る
税
で
す
。

　

５
月
上
旬
に
納
付
書
を
発
送
し
ま
す
。

納
期
限
は
６
月
２
日（
月
）で
す
。
住
所

移
転
や
婚
姻
等
で
住
所
・
氏
名
に
変
更

が
あ
っ
た
方
は
、
届
出
が
必
要
で
す
。
届

出
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
、
軽
自

動
車
税
が
前
所
有
者
に
課
税
さ
れ
た
り
、

所
有
し
て
い
な
い
の
に
課
税
さ
れ
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を

し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
書
類
の
提
出
及
び
問
合
せ
先
】

◆
軽
自
動
車（
６
６
０
㏄
以
下
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務

　

所
小
牧
支
所（
小
牧
市
新
小
木
３
‐
36
）

　

☎
０
５
６
８
‐
７
５
‐
３
４
６
４

◆
二
輪
の
小
型
自
動
車（
２
５
０
㏄
超
の

　

二
輪
車
）

　

中
部
運
輸
局
愛
知
陸
運
支
局
小
牧
自

　

動
車
検
査
登
録
事
務
所

　
（
小
牧
市
新
小
木
３
‐
32
）

　

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
４
８

◆
軽
二
輪（
１
２
５
㏄
超
２
５
０
㏄
以
下
及
び

　

２
５
０
㏄
以
下
の
側
車
付
二
輪
自
動
車
）

■問合せ　愛知県名古屋北部県税事務所　自動車税グループ
　　　　　電話 052－531－6305(ダイヤルイン)
　　　　　※クレジットカード納付に関する詳しいことは、
　　　　　　愛知県総務部税務課のウェブサイト
　　　　　　(http://www.pref.aichi.jp/zeimu/)
　　　　　　をご覧ください。

　自動車税は、毎年4月1日午前0時現在の所有
者(売主が所有権を留保している自動車につい
ては、買主である使用者)に課税されます。

　5月上旬になりましたら、名古屋北部県税事務所から納税通
知書をお送りしますので、お近くの県税事務所、金融機関及び
コンビニエンスストアなどで納めてください。
　また、納期限内のものに限り、パソコンなどを利用してクレ
ジットカードでも納付していただけます。ただし、利用者には
決済手数料がかかります。
　なお、3月末までに名義変更・譲渡・廃車などの登録手続き
を、他の人(自動車販売業者など)に依頼した自動車の納税通知
書が届いた場合は、登録手続きが正しく行われていない可能性
があります。手続きが確実に行われているかどうかをご確認く
ださい。
　また、転居などにより納税通知書が届かないときは、名古屋
北部県税事務所までお問合せください。

自動車税の納税をお忘れなく
“6月2日(月)は自動車税の納期限です”

平
成
26
年
度
か
ら
個
人
住
民
税
の

均
等
割
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す

　

軽
自
動
車
税
は
、
障
が
い
の
範
囲
等

の
一
定
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
減
免

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に
、
市
税
務

　

愛
知
県
軽
自
動
車
協
会
小
牧
分
室

　
（
小
牧
市
新
小
木
３
‐
36
）

　

☎
０
５
６
８
‐
４
３
‐
１
４
０
６

◆
原
付
・
ミ
ニ
カ
ー
・
小
型
特
殊
車

　

市
税
務
課（
本
庁
舎
）

軽
自
動
車
税
の
障
害
者
等
に

対
す
る
減
免
の
お
知
ら
せ
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　本市の平成２５年度予算の執行状況をお知らせします。
　平成２６年３月３１日現在の予算の執行状況は、下表のとおりです。
　平成２５年度決算額は、平成２６年４月１日から５月３１日までの２か月間で出納を整理したうえで確定しますので、今
回の予算の執行状況とは異なります。
　なお、決算額につきましては、改めてお知らせをさせていただきます。

市　　　税
国庫支出金
地方交付税
市　　　債
県 支 出 金
繰　入　金
繰　越　金

諸 収 入

そ　の　他
合　　　計

11,520,970
2,420,611
1,841,269
1,838,100
1,067,642
790,534
684,901
662,000
609,926
310,306
730,069

22,476,328

11,406,562
2,143,191
2,103,672
800,000
818,020
776,975
684,901
665,836
512,376
286,749
838,975

21,037,257

4,293,146
1,162,385
736,502
800,000
646,257
776,975

0
279,677
363,500
164,042
514,084

9,736,568

8,751,309
3,687,438
2,277,250
2,241,606
2,024,897
1,849,171
802,724
291,299
283,665
209,521
57,448

22,476,328

8,186,775
2,454,828
2,033,542
1,486,697
1,877,234
1,849,170
775,166
276,014
275,289
143,135
30,947

19,388,797

5,441,178
1,177,032
1,200,085
1,105,089
1,030,841
940,748
412,369
77,789
126,075
92,138
14,564

11,617,908

93.5
66.6
89.3
66.3
92.7
100.0
96.6
94.8
97.0
68.3
53.9
86.3

99.0
88.5
114.3
43.5
76.6
98.3
100.0
100.6
84.0
92.4
114.9
93.6

民　生　費
教　育　費
総　務　費
土　木　費
衛　生　費
公　債　費
消　防　費
商　工　費
議　会　費

そ　の　他
合　　　計

平成25年度下半期の財政状況平成25年度下半期の財政状況平成25年度下半期の財政状況

歳　　入

区　　分

会　計　名

収入済額（千円）

歳　　出

歳　　入 歳　　出

下半期分

収入済額（千円）

下半期分

支出済額（千円）

下半期分

区　　分
支出済額（千円）

下半期分

●一般会計（予算現額の多い順になっています。）

●特別会計

会　計　名

収　　入 支　　出

収入済額（千円）

下半期分

支出済額（千円）

下半期分

水道事 業
収益的収支
資本的収支

●企業会計

●市有財産の状況 ●市民の負担
土地
建物
基金
有価証券・出資金・出捐金

一人あたりの市税負担額

※ この金額は、個人市民税収入済額（現年課税分）を
総人口で単純に割ったものです。

※ 総人口　66,245人 （平成２6年３月３１日現在）

(平成２５年１０月１日～平成２６年３月３１日)
■問合せ　財政課(本庁舎)

51,761円

予算現額
（千円）

予算現額
（千円）

予算現額
（千円）

予算現額
（千円）

予算現額
（千円）

収入割合
（％）

収入割合
（％）

収入割合
（％）

執行割合
（％）

執行割合
（％）

執行割合
（％）

国民健康保険

介 護 保 険

下 水 道 事 業

後期高齢者医療

6,676,754

3,796,756

3,254,242

1,163,831

205,544
18,100

174,560
17,801

69,199
10,463

189,488
101,638

179,692
95,099

124,935
66,614

94.8
93.6

84.9
98.3

6,371,045

3,672,002

2,171,642

1,054,381

3,626,807

2,054,529

1,822,853

795,860

6,169,736

3,379,847

1,460,265

1,070,236

3,380,054

1,922,171

997,019

642,093

92.4

89.0

44.9

92.0

95.4

96.7

66.7

90.6

685,246㎡
193,030㎡

5,499,433千円
463,735千円

農　　　林
水 産 業 費

地方消費税
交 付 金

分担金及び
負 担 金
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く
な
る
と
、
第
１
号
被
保
険
者
に
な
り

ま
す
。
必
ず
市
区
町
村
の
窓
口
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）

　

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

注
２　

窓
口
に
お
越
し
に
な
る
の
が
困
難

　

な
場
合
、
喪
失
手
続
き
に
つ
い
て
は
郵

　

送
で
も
お
取
り
扱
い
し
て
い
ま
す
。
詳

　

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の「
申
請
書

　

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）

国
民
年
金
の
保
険
料
は

　

第
１
号
被
保
険
者
の
方
は
、
月
額
１

万
５
２
５
０
円（
平
成
26
年
度
）の
保
険
料

を
自
身
で
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
経
済
的
に
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
方
に
は
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
た

り
、
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

一
方
、
第
２
号
被
保
険
者
と
第
３
号

被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
第
２
号
被
保

険
者
が
加
入
し
て
い
る
厚
生
年
金
等
か

ら
ま
と
め
て
納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

た
め
、個
人
で
納
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
金
の
手
続
き
は

　

第
２
号
被
保
険
者
と
第
３
号
被
保
険

者
の
年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の
事
業

主
な
ど
が
行
う
の
で
、
個
人
で
行
う
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
第
１
号
被
保
険
者
の

年
金
の
手
続
き
は
、
自
身
で
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
て
、
手
続
き
先
は
市
区
町
村
の

国
民
年
金
の
窓
口
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
第
２
号
被
保
険
者
が
60
歳
未

満
で
退
職
す
る
と
、
市
区
町
村
の
窓
口

で
第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手
続

き
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者
は
ご
注
意
を

　

第
３
号
被
保
険
者
が
60
歳
未
満
で
、①

配
偶
者
の
退
職
②
本
人
の
パ
ー
ト
等
収

入
の
１
３
０
万
円
以
上
へ
の
増
加
③
離
婚

な
ど
の
理
由
に
よ
り
被
扶
養
配
偶
者
で
な

３
種
類
の
国
民
年
金
の
種
別

　

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
、
基
礎

年
金
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
国
民
年
金
の
加
入
者
の
種
別
は
図
の

よ
う
に
３
種
類
に
分
か
れ
て
い
て
、
保
険

料
を
納
め
る
方
法
な
ど
が
異
な
っ
て
い

ま
す
。

　

自
営
業
者
等
の
第
１
号
被
保
険
者
に

は
、
学
生
や
フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
も
含
ま
れ

ま
す
。
第
２
号
被
保
険
者
は
厚
生
年
金

等
に
加
入
し
て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
で

す
。
ま
た
、
第
２
号
被
保
険
者
の
被
扶

養
配
偶
者
は
第
３
号
被
保
険
者
と
さ
れ

ま
す
。

　

な
お
、
第
２
号
被
保
険
者
は
、
基
礎

年
金
に
上
乗
せ
の
厚
生
年
金
等
を
受
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

３
種
類
の
国
民
年
金
の
種
別
と

年
金
の
手
続
き
の
ご
案
内

　

職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
時
な

ど
、
国
民
健
康
保
険
を
喪
失（
や
め
る
）

す
る
手
続
き
は
、
自
動
的
に
は
行
わ
れ
ま

せ
ん
。
ご
自
身
で
喪
失
す
る
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
異
動
の
あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
必

　

ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
が
で
き
る
方
】

･
本
人
又
は
同
一
世
帯
の
家
族（
住
民
票

　

が
一
緒
の
方
に
限
り
ま
す
。）

･
代
理
人（
委
任
状
と
代
理
の
方
の
本
人

　

確
認
が
で
き
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ

　

い
。）

【
手
続
き
を
す
る
場
所
】

　

保
険
年
金
課（
本
庁
舎
）、
西
枇
杷
島

　

支
所
、
清
洲
支
所
又
は
春
日
支
所

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

　

新
し
く
加
入
し
た
健
康
保
険
証（
名
前

　

が
記
載
さ
れ
た
も
の
）又
は
健
康
保
険

　

取
得
証
明
書
、
国
民
健
康
保
険
証
、

　

印
鑑

注
１　

国
民
健
康
保
険
の
資
格
喪
失（
予

　

定
）後
、
国
民
健
康
保
険
証
で
医
療
機

　

関
に
お
い
て
診
察
さ
れ
た
場
合
、
医
療

　

費（
保
険
者
負
担
分〈
９
割
〜
７
割
〉）

　

の
返
還
請
求
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で

国
民
健
康
保
険
の
喪
失
手
続
き

は
お
済
み
で
す
か
？

国民年金（基礎年金）

厚生年金等※

※公務員等は厚生年金ではなく、
　共済組合に加入します。

自営業者等

第１号
被保険者

サラリーマン等

第2号
被保険者

サラリーマンの
被扶養配偶者

第3号
被保険者

今月のエコチャレンジ

【出典：エコチャレ手帳2014(愛知県)】　■問合せ　生活環境課(本庁舎)

『アサガオの すだれ育てて エコライフ』『アサガオの すだれ育てて エコライフ』『アサガオの すだれ育てて エコライフ』
●ヘチマやアサガオで「緑のカーテン」を作ったり、よしずやブラインド
　を使用して夏の日差しを防ぎましょう。
●冷房を毎日1時間減らせば、ひと夏約6.6キログラムの二酸化炭素削減が
　可能です。(電気代は約410円の節約)
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2014.5.1
（番号のかけ間違いにご注意を）

　平成26年8月から、母子家庭等医療費の受給資格に所得制限が設けられます。所得限度額は下表
のとおりです。
　前年の本人所得(養育費の8割を含む。)が、限度額(児童扶養手当の本人所得制限を準用する。)以
上ある方は、受給資格の対象外となります。

※受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は、1人に
　つきこの額に100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象
　扶養親族)がある場合は、1人につきこの額に150,000円が加算されます。

　ごみ分別は、資源の再利用につながるとともにごみ減量の大きな力となっており、ごみ処理費
用の軽減にもなっています。地域環境保護のためにも、引き続きごみの分別・減量にご協力くだ
さい。
　また、最近分別が不十分なプラスチック製容器包装が多くなってきました。再度正しい分別の
方法を確認し、効率の高い資源リサイクルにご協力ください。

　プラスチック製のものでも、おもちゃ、文房具などのプラスチック製品は、「容器包
装」ではありません。これらのプラスチック製品は可燃ごみとして出してください。

“容器包装以外のプラ製品は燃やせるごみ”

ごみの分別排出にご協力ください

　所得制限限度額表(平成26年8月から適用)

母子家庭等医療費の受給資格に所得制限が設けられます

■問合せ　保険年金課(本庁舎)

所得限度額

扶養親族等の数 １人

2,300,000円

０人

1,920,000円 2,680,000円

２人

3,060,000円

３人

380,000円

４人目以降の
加算額

■問合せ　生活環境課(本庁舎)

　プラスチック製容器包装に指定されているものには、「プラマーク」が付いており、
これを目印に分別・ごみ出しにご協力いただいています。
　しかし、プラマークが付いていても、内容物が残っていたり、油汚れなどが付いてい
たりすると、「プラスチック製容器包装」の資源としての質が低下し、再利用できない
場合があります。

“「プラ」も汚れていると「資源」にならず”

　ごみの排出時に一手間かけることは、面倒なことかもしれません。しかし、この一手
間が資源を生かし、ごみ処理費用を軽減します。資源とごみ処理費用を節約するために、
「もったいない」の心を持ってご協力ください。なお、分別の詳細については、「資源
とごみのガイドブック」でご確認ください。

“「もったいない」の心で一手間を”
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2014.5.1

■問合せ　社会福祉課(清洲庁舎)

■問合せ　社会福祉課(清洲庁舎)

■問合せ　社会福祉課(清洲庁舎)

あなたが支える赤十字運動

５月１２日(月)～１８日(日)は
　民生委員・児童委員の日 活動強化週間です

　毎年5月は「赤十字社員増強運動月間」です。
　日本赤十字社は、災害救護や海外への援助、赤十字奉仕団の育成など幅広い活動を行っています。
　これらの活動の原動力となるのは、皆様から寄せられる社費(年額500円以上)や寄付金です。昨年度は
6,558,880円のご協力をいただきありがとうございました。
　今年も皆様のご協力をお願いします。

　5月12日(月)は、「民生委員・児童委員の日」です。また、5月12日(月)～18日(日)は民生委員・児童
委員の活動を知っていただくための「活動強化週間」です。

　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱されたボランティアの方々で、地域の中で相談や支
援を行っています。民生委員は児童委員を兼ねていて、市内には現在8人の主任児童委員を含む83人
の民生委員・児童委員が、生活に困っている方や身体の不自由な方、高齢者やひとり親家庭など様々
な悩みをもっている方々の相談相手となり、行政などの福祉サービスにつなぐパイプ役として活動し
ています。
　相談内容や個人の秘密は堅く守られますので、お困りのことがありましたら、お気軽に民生委員・
児童委員にご相談ください。

【と　き】5月31日(土)　午前10時～午後4時
【ところ】名鉄百貨店本館　10階友の会文化教室

民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手です

清須市内の人権擁護委員(敬称略)
氏　名

建部　憲子
佐藤　元紀
飯田　　基
秋田　博海
下村美知子

地区名
西枇杷島
西枇杷島
清洲
清洲
清洲

氏　名
横井　圭子
山田　政勝
小川さより
丹羽　　努
佐藤　清明

地区名
新川
新川
新川
春日
春日

 

６月１日は「人権擁護委員の日」６月１日は「人権擁護委員の日」
― 全国一斉特設相談所の開設 ―― 全国一斉特設相談所の開設 ―

　人権に関する悩みごとは、一人で悩まず、人権擁護委員にご相談ください。
　相談は無料で秘密は守られます。
【と　き】6月2日(月)　午前10時～午後3時
【ところ】市役所本庁舎　1階相談室(東側)　　西枇杷島庁舎　1階相談室
　　　　 清洲庁舎　2階相談室　　春日老人福祉センター　1階相談室

― 清須市人権擁護委員による特設相談所の開設 ― 
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2014.5.1
（番号のかけ間違いにご注意を）

風しん抗体検査とワクチン接種のお知らせ
　愛知県では、先天性風しん症候群の発生を抑えるため、妊娠を希望する女性を対象に、風しんの
抗体検査を実施しています。また、市では抗体検査の結果、風しんワクチンの接種が必要な方を
対象に、風しんワクチンの予防接種費用の一部を助成しています。

＜風しん抗体検査(県事業)＞
妊娠を希望する女性で次の項目に全て該当する方
出産経験のない方、風しん抗体検査を受けたことがない方、風しんワクチン(麻しん風しん混合ワ
クチン含む。)の接種歴がない方、風しんの既往歴がない方
抗体検査に係る費用は無料です。

■問合せ　愛知県清須保健所　電話052－401－2100

●対 象 者

●検 査 費 用

＜風しん予防接種費助成(市事業)＞
接種当日に清須市に住民票のある妊娠を希望又は予定している女性(過去に風しんワクチンの接種歴
及び風しんの既往歴のある方は除く。)で、下記のいずれかに該当する方のうち、風しんウイルスに対す
る抗体価が低い（県の基準に準拠）と判定された方
Ⓐ　風しん抗体検査(県事業)による、風しん抗体検査を受けた方
Ⓑ　平成26年4月1日から平成27年3月31日までに、上記Ⓐ以外の風しん抗体検査を受けたことの
　　ある、出産経験のない方
Ⓒ　風しん抗体検査を受けたことのある、出産経験のある方
【手順】Ⓐに該当する方　　   「風しん抗体検査の結果通知書」を持参し、接種を受けてください。
　　　Ⓑ･Ⓒに該当する方　 健康推進課(清洲庁舎)にて事前申請してください。持ち物として、風しん
　　　　　　　　　　　　　抗体価が確認できるもの(母子健康手帳等)と印鑑が必要です。
【助成額】　　上限 5,000円
※指定外医療機関で受ける場合は償還制度があります。詳細はお問合せください。
※生活保護世帯、非課税世帯の方は自己負担金の免除があります。
市ホームページでご確認ください。
　　　　　 平成26年4月1日～平成27年3月31日

■問合せ　健康推進課(清洲庁舎)

●対 象 者

●接 種 方 法

●指定医療機関
●接種及び償還申請期間

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
に
際
し
、
所
得
の
低
い
方
々
へ

の
負
担
の
影
響
に
鑑
み
、
暫
定
的
・
臨

時
的
な
措
置
と
し
て
、「
臨
時
福
祉
給
付

金（
簡
素
な
給
付
措
置
）」を
支
給
し
ま

す
。

　

市
で
は
、
申
請
の
方
法
や
支
給
手
続

き
な
ど
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
現

在
検
討
中
で
す
。
支
給
方
法
等
が
決
ま

り
次
第
、
広
報
清
須
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

社
会
福
祉
課（
清
洲
庁
舎
）

※
市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い

　

な
い
方
又
は
免
除
さ
れ
た
方
、
生
活

　

保
護
制
度
の
被
保
護
者
の
方
は
、「
子

　

育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
」の
対
象

　

外
と
な
り
ま
す
。

●
給
付
額

･
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

･
子
育
て
支
援
減
税
手
当

　

と
も
に
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

　
（
１
回
限
り
）

●
申
請
方
法　

申
請
の
方
法
や
支
給
手

　

続
き
な
ど
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、

　

現
在
検
討
中
で
す
。
支
給
方
法
が
決

　

ま
り
次
第
、
広
報
清
須
や
市
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
せ　

子
育
て
支
援
課（
清
洲
庁
舎
）

　
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」、「
子
育
て
世
帯

臨
時
特
例
給
付
金
」及
び「
子
育
て
支
援

減
税
手
当
」に
関
し
て
、
市
や
厚
生
労

働
省
な
ど
が
、Ａ
Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い

し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の
振
込
み
を
求

め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
や
厚
生
労

働
省（
の
職
員
）な
ど
を
か
た
っ
た
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
物
が
届
い
た

場
合
は
、
迷
わ
ず
社
会
福
祉
課
・
子
育

て
支
援
課〔
と
も
に
清
洲
庁
舎　

☎
０
５

２
‐
４
０
０
‐
２
９
１
１（
代
）〕や
西
枇

杷
島
警
察
署〔
☎
０
５
２
‐
５
０
１
‐
０

１
１
０
〕、又
は
警
察
相
談
専
用
電
話〔
♯

９
１
１
０
〕に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

臨
時
福
祉
給
付
金（
簡
素
な
給
付

措
置
）の
お
知
ら
せ

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
の

引
き
上
げ
に
際
し
、
子
育
て
世
帯
の
家
計

へ
の
負
担
を
減
ら
し
、
消
費
の
下
支
え
を

図
る
た
め
に
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
に「
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
」を
支
給
し
ま
す
。

　

ま
た
、
愛
知
県
内
に
住
民
登
録
の
あ

る
方
に
限
り
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例

給
付
金
と
併
せ
て
、
子
育
て
世
帯
を
手

厚
く
支
援
す
る
た
め
に
、
愛
知
県
独
自

の
手
当
と
し
て「
子
育
て
支
援
減
税
手

当
」を
支
給
し
ま
す
。

●
対
象
者　

平
成
26
年
１
月
分
の
児
童

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
で
、
平
成

　

25
年
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所
得
制

　

限
限
度
額
未
満
の
方

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
・

子
育
て
支
援
減
税
手
当
の
お
知
ら
せ

「
振
り
込
め
詐
欺
」や「
個
人
情
報
の
詐
取
」

　
　
　
　
　
　
　

 
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
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清
須
市
人
事
異
動

清
須
市
教
職
員
人
事
異
動

〈
平
成
26
年
４
月
１
日
発
令
・
課
長
職
以

上
及
び
園
長
等
〉

﹇
部
　
長
﹈

・
企
画
部
長　
　
　
　

葛
谷　

賢
二

・
総
務
部
長　
　
　
　

柴
田　

定
男

・
市
民
環
境
部
長　
　

鷲
見　

雅
一

・
健
康
福
祉
部
長　
　

濱
島　

治
久

﹇
次
　
長
﹈

・
健
康
福
祉
部
次
長
兼
子
育
て
支
援
課
長

　

兼
児
童
家
庭
係
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

林　
　

耕
司

・
建
設
部
次
長
兼
上
下
水
道
課
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
崎　
　

稔

﹇
課
長
職
﹈

・
企
画
政
策
課
長　
　

河
口　

直
彦

・
市
民
課
長　
　
　
　

星
野　

薫
雄

・
生
活
環
境
課
長　
　

猪
子　

公
威

・
西
枇
杷
島
支
所
所
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
島　

茂
樹

・
社
会
福
祉
課
長　
　

福
田　

晃
三

・
都
市
計
画
課
長　
　

石
田　
　

隆

・
生
涯
学
習
課
長　
　

栗
本　

和
宜

﹇
園
長
等
﹈

・
一
場
保
育
園
園
長　

三
輪　

真
紀

・
荒
木　

都
子
（
土
器
野
保
育
園
園
長
）

・
梅
澤　

和
子
（
西
枇
杷
島
第
１
幼
稚
園

　

園
長
）

・
今
尾　

紀
江
（
西
枇
杷
島
第
２
幼
稚
園

　

園
長
）

〈
平
成
26
年
４
月
１
日
発
令
・
教
頭
以
上
〉

・
清
洲
小
学
校
校
長　
　
　

岡　
　

春
彦

・
星
の
宮
小
学
校
校
長　
　

久
保　

千
聡

・
清
洲
中
学
校
校
長　
　
　

武
田　

利
己

・
春
日
中
学
校
校
長　
　
　

長
瀧　

隆
司

・
古
城
小
学
校
教
頭　
　
　

篠
田　

弘
男

・
清
洲
小
学
校
教
頭　
　
　

鹿
島　

直
樹

・
西
枇
杷
島
中
学
校
教
頭　

野
々
部　

幸

・
春
日
中
学
校
教
頭　
　
　

大
島　

明
美

・
土
器
野
保
育
園
園
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

向
山
ま
ゆ
み

・
西
枇
杷
島
児
童
館
館
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤　

順
子

・
清
洲
児
童
館
館
長　

佐
埜
み
き
子

・
清
洲
児
童
セ
ン
タ
ー
所
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

森　
　

久
代

・
新
川
児
童
館
館
長　

島　

喜
代
美

・
桃
栄
児
童
館
館
長　

立
松
江
井
子

・
春
日
児
童
館
館
長　

川
末　

裕
子

・
春
日
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

原
田
志
津
子

・
西
枇
杷
島
第
１
幼
稚
園
園
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
木　

悦
子

・
西
枇
杷
島
第
２
幼
稚
園
園
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
本　

洋
子

退
職《
平
成
26
年
３
月
31
日
付
》

・
時
田　

榮
一
（
市
民
環
境
部
長
）

・
大
鐘　

啓
伸
（
健
康
福
祉
部
長
）

・
酒
井　

忠
次
（
健
康
福
祉
部
次
長
兼

　

社
会
福
祉
課
長
）

・
佐
藤　

裕
治
（
建
設
部
次
長
兼
都
市

　

計
画
課
長
）

・
本
多　

高
明
（
市
民
課
長
）

・
柴
山　

佳
徳
（
西
枇
杷
島
支
所
所
長
）

・
浅
野　

芳
幸
（
西
枇
杷
島
学
校
給
食

　

セ
ン
タ
ー
管
理
事
務
所
長
）

・
西
川　

明
美
（
一
場
保
育
園
園
長
）

皆
様
か
ら
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
お
受

け
す
る
行
政
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
行
政
相
談
制
度
を
皆
様
に
知
っ
て

い
た
だ
き
、
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、

５
月
23
日（
金
）に
市
行
政
相
談
所（
無

料
）を
開
設
し
ま
す
。

市
行
政
相
談
所

と
　
き　

５
月
23
日（
金
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

と
こ
ろ　

春
日
公
民
館

　
　
　
　

２
階
中
会
議
室

･
相
談
担
当
者　

市
行
政
相
談
委
員

本
市
の
行
政
相
談
委
員（
敬
称
略
）

　

前
田　

繁
一（
一
場
）

　

☎
０
５
２
‐
４
０
０
‐
８
４
４
３

　

石
川　
　

勇（
春
日
冨
士
塚
）

　

☎
０
５
２
‐
４
０
０
‐
７
０
７
１

　

近
藤　

光
雄（
土
器
野
）

　

☎
０
５
２
‐
４
０
０
‐
５
７
３
１

　

渡
辺　

秋
郷（
西
枇
杷
島
町
小
田
井
）

　

☎
０
５
２
‐
５
０
２
‐
２
９
９
８

相
談
内
容　

年
金
、
医
療
保
険
、
税
金
、

登
記
、
環
境
衛
生
、
消
費
者
保
護
、
交

通
安
全
、
道
路
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
な
ど

に
つ
い
て
の
苦
情
や
ご
意
見
・
ご
要
望 

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

問
合
せ　

防
災
行
政
課（
本
庁
舎
）

　
「
行
政
相
談
」を
ご
存
知
で
す
か
？

　

総
務
省
で
は
、
国
や
特
殊
法
人
な
ど

の
行
っ
て
い
る
仕
事
に
つ
い
て
、
国
民
の

市
行
政
相
談
所（
無
料
）を

　
　
　
　
　
ご
利
用
く
だ
さ
い
！
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（番号のかけ間違いにご注意を）

と　き　5月8日(木)
　　　　午前9時30分から
ところ　市役所本庁舎　4階議場
　　　　本会議はお気軽に傍聴できます。
　　　　詳しくは、議事調査課(本庁舎)まで
　　　　お尋ねください。

3 月 議 会 定 例 会3 月 議 会 定 例 会

　3月議会定例会は、3月3日から26日までの24日間の会期で開かれ、初日に市長提出議案の上程・説明があり、諮問案

件である人権擁護委員候補者の推薦については、同日適任と決しました。また、その他の議案につきましては、11日に質

疑が行われた後、各所管の常任委員会に付託されました。

　最終日には、それぞれの常任委員会の審査結果が委員長から報告され、採決の結果、全議案が原案どおり可決されまし

た。なお、市長提出議案の「平成25年度清須市下水道事業特別会計補正予算(第3号)案」と議員発議による「清須市議会

政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案」が最終日に追加上程され、採決の結果、それぞれ全員賛成及び

賛成多数で原案どおり可決されました。

平成２６年度清須市一般会計予算案など２２議案を可決

◆清須市災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例案

◆清須市新川ふれあい防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案◆清須市非常勤消防団員に係る

退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例案◆清須市母子家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例案◆清

須市社会教育委員条例の一部を改正する条例案◆動産の取得について◆公の施設の指定管理者の指定について◆平成25年

度清須市一般会計補正予算(第4号)案◆平成25年度清須市介護保険特別会計補正予算(第3号)案◆平成25年度清須市下水

道事業特別会計補正予算(第2号)案◆平成25年度清須市水道事業会計補正予算(第2号)案◆平成25年度清須市下水道事業

特別会計補正予算(第3号)案◆清須市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例案

その他の可決された議案

◆人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

　人権擁護委員法第6条第3項の規定により、人権擁護委員候補者を推薦する。

　山田　政勝 氏、小川さより 氏

諮問案件

◆平成26年度清須市一般会計予算案

◆平成26年度清須市介護保険特別会計予算案

◆平成26年度清須市後期高齢者医療特別会計予算案

◆市道路線の認定及び廃止について

　開発に伴う帰属及び道路の改築等に伴い、市道路線の認定及び廃止をする。

◆平成26年度清須市国民健康保険特別会計予算案

◆平成26年度清須市下水道事業特別会計予算案

◆平成26年度清須市水道事業会計予算案

可決された主な議案

5月議会臨時会開催のお知らせ

■問合せ　議事調査課(本庁舎)
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